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所沢市福祉部地域福祉センター
所沢市成年後見センター（社会福祉法人所沢市社会福祉協議会）
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○本日の内容

１ 中核機関設置までの流れについて

２ 中核機関としての取組み
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面積：72.11㎢

人口：343,529人

高齢者人口：94,707人

高齢化率：27.57%

１号要介護等認定率：18.4%

療育手帳所持者数：2,634人

精神保健福祉手帳所持者数：4,431人（R5.11月末時点）

※精神保健福祉手帳所持者数以外はR5.12月末時点

○所沢市の現況
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１ 中核機関設置までの流れについて

○所沢市こどもと福祉の未来館
…平成29年１月に開館。地域福祉の拠点施設として福祉部地域福祉センター、こども未来部こども支援センター、

所沢市社会福祉協議会が置かれ、これらが連携しながら地域福祉の推進を図っている。
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時 期 概 要

令和元年度～令和２年度 第３次所沢市地域福祉計画・所沢市成年後見制度利用促進基本計画策定。

令和３年４月 地域福祉センター、所沢社協で中核機関設置について検討開始（委託を想定）

令和３年７月 令和３年度第１回所沢市成年後見制度推進検討委員会（※）で
中核機関で担う機能、役割分担を協議

令和３年８～１０月 地域福祉センターと所沢社協で委託内容の再検討

令和３年１１月 令和３年度第２回所沢市成年後見制度推進検討委員会において、中核機関の設置形態
は、直営＋委託とすることとし、市は主に県、国との調整・連絡等を担い、委託先は
現場での相談支援業務等を担うこととした。

令和４年６月１日 所沢市成年後見センター事業実施要綱を制定し、中核機関の実働（委託）部分を担う
機関として所沢市成年後見センターを設置。

令和４年７月～ 社協広報誌「ちゃお」７月号、所沢社協ホームページに所沢市成年後見センター設置
について掲載。リーフレットを作成。

○中核機関設置までの流れ

※所沢市成年後見制度推進検討委員会
…成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第２項で規定される審議会に該当し、市計画の進捗管理等を行っている。行政、

弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、学識経験者、福祉関係者、民間団体で構成されており、年に２～３回程度会議を開
催。
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○中核機関設置にあたってどのような点で苦労したか？

○中核機関設置にあたってどのようなことに注意したか？

・中核機関の設置形態の検討
…所沢社協との当初の協議では「委託」を想定していたが、「委託先に丸投げになってしまうのではないか」

「市と現場の（心理的な）距離があると課題等を適切に市の施策に反映できないのではないか」等の意見があ
り、中核機関の設置形態の検討に時間を要した。

・スケジュール感も含めた「中核機関として取り組むべきこと」の整理
…関係課や地域包括支援センターとの調整に時間を要した。

・役割分担の明確化
…中核機関を「直営（市地域福祉センター）+委託（所沢社協）」という形態で運営するにあたり、

「中核機関として取り組むべきこと」についてお互いの役割分担を明確にした。

・業務のボリューム、スケジュールの検討
…人員・体制等の観点からどの程度の質・量で業務を行えるのか、ということについて所沢社協と綿

密にすり合わせた。



中核機関として行う業務 現状 実施形態 中核機関設置後

（１）成年後見制度に関する広報・普及啓発に関する業務（広報機能）

①成年後見制度の周知啓発の実施 〇 直営・委託 R4拡充

②成年後見制度の啓発講演会の実施 〇 委託 継続

③成年後見制度の理解促進にかかる出前講座の実施 〇 直営・委託 R4拡充

④実務者を対象とした制度の研修会の実施 〇 委託 継続

（２）成年後見制度に関する相談業務（相談機能）

①成年後見制度の利用に関する相談 〇 直営・委託 R4拡充

②専門職による成年後見制度に関する無料相談の実施 〇 委託 継続

（３）成年後見制度利用の促進に関する業務（成年後見制度利用促進機能）

①法人後見推進のための法人後見実施団体による意見交換会 〇 委託 継続

②市民後見人養成講座 △ 委託 R5

③市民後見人候補者の名簿管理及び支援 〇 委託 継続

④市民後見人候補者の法人後見支援員としての活用支援 〇 委託 継続

⑤受任者調整 ― 未定 R7以降

（４）後見人等への支援に関する業務（後見人支援機能）

①後見人等情報交換会の実施 〇 委託 継続

②地域連携ネットワーク協議会（※１）の整備・運営 ― 直営・委託 R4以降

（５）その他

①中核機関の運営に関する業務 ― 直営・委託 R4以降
9

○中核機関設置当初（R4年度時点）の役割分担
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○所沢市成年後見センター（R4.6.1～）
（所沢市こどもと福祉の未来館１階 福祉の相談窓口内）

【主な業務】
（１）成年後見制度に関する広報・普及啓発に

関する業務
・講演会、出前講座等の実施
・実務者を対象とした研修会の実施…等

（２）成年後見制度に関する相談業務
・各種相談の受付
・専門職による無料相談の実施…等

（３）成年後見制度利用の促進に関する業務
・法人後見実施団体への支援
・市民後見人候補者への支援…等

（４）後見人等への支援に関する業務
・後見人等情報交換会の実施
・地域連携ネットワークの整備→強化…等
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○所沢市の状況①
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○所沢市の状況②
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中核機関として行う業務 現状 実施形態

（１）成年後見制度に関する広報・普及啓発に関する業務（広報機能）

①成年後見制度の周知啓発の実施 〇 直営・委託

②成年後見制度の啓発講演会の実施 〇 直営・委託

③成年後見制度の理解促進にかかる出前講座の実施 〇 委託

④実務者を対象とした制度の研修会の実施 〇 直営・委託

（２）成年後見制度に関する相談業務（相談機能）

①成年後見制度の利用に関する相談 〇 委託

②専門職による成年後見制度に関する無料相談の実施 〇 委託

（３）成年後見制度利用の促進に関する業務（成年後見制度利用促進機能）

①法人後見推進のための法人後見実施団体による意見交換会 〇 委託

②市民後見人養成講座 ― 未定

③市民後見人候補者の名簿管理及び支援 〇 委託

④市民後見人候補者の法人後見支援員としての活用支援 〇 委託

⑤受任者調整 ― 未定

（４）後見人等への支援に関する業務（後見人支援機能）

①後見人等情報交換会の実施 〇 委託

②地域連携ネットワーク協議会の運営 ― 未定

（５）その他

①中核機関の運営に関する業務 ○ 直営・委託

© 所沢市

２ 中核機関としての取組み
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○現在（R5年度時点）の役割分担



No. 日付 タイトル 対象者 受講者数

① R4.6.3（金） 分かりやすい「成年後見制度」 学生 41名

② R4.6.16（木） 成年後見制度について 団体 11名

③ R4.6.20（月） 成年後見制度について 関係機関 6名

④ R4.8.26（金） 成年後見ミニ講座 市民 16名

⑤ R4.8.30（火） 成年後見ミニ講座 市民 19名

⑥ R4.10.22（土） いざというときのための「成年後見制度」 市民 47名

⑦ R4.10.24（月） 分かりやすい「成年後見制度」 福祉関係者 37名

⑧ R4.11.2（水） 成年後見制度と中核機関 福祉関係者 3名

⑨ R4.11.9（水） 成年後見制度と中核機関 福祉関係者 5名

⑩ R4.11.18（金） 成年後見制度と中核機関 福祉関係者 10名

⑪ R4.11.24（木） 分かりやすい「成年後見制度」 福祉関係者 10名

⑫ R5.2.21（火） 分かりやすい「成年後見制度」 福祉関係者 10名

合計 215名

© 所沢市

２ 中核機関としての取組み

○中核機関としての取組み①【出前講座】
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各団体等からの申込

出前講座の周知

・地域ケア運営会議
・自立支援協議会
・市民相談員
・民生委員…等

講師派遣

・受講人数の制限なし
・講義内容は受講者の理解度

に応じて柔軟に対応

【R４年度実績】
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○中核機関としての取組み②【相談支援】
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③申立ての

方法について

②制度について

①後見人の紹介

相談内容別件数の推移（R1～R4年度）

R1 R2 R3 R4

（その他の内容）
・親族による経済的搾取につい

て
・相続について
・死後事務について
・介護施設への入所等について
・身元保証について
・あんしんサポートねっとにつ

いて
・家族信託について
・借金返済について…等

© 所沢市

２ 中核機関としての取組み

○中核機関としての取組み②【相談支援】

17



・専門性のある相談（法律的な助言が必要なケース） ・対象者（世帯）に複合的な課題があるケース ・成年後見制度によらない権利擁護支援について

・後見人候補者についての相談 ・申立て書類の作成に関する相談 ・各種講演会、相談会等の情報

・後見人受任後の相談（後見業務の実施、報告書類の作成等） ・任意後見制度について 等

こんな相談は「所沢市成年後見センター」で！ 相談窓口担当者からの相談もお気軽に

成年後見制度に関する相談体制（イメージ）

身近な相談窓口での解決が難しい場合は・・・

成年後見に関する相談は、まずは「身近な相談窓口」へ
・成年後見制度って？ ・後見人をつけるよう勧められた ・どんな時に必要なの？

所沢市成年後見センター(中核機関）

（こどもと福祉の未来館１階・福祉の相談窓口）

「
身
近
な
相
談
窓
口
」

地域包括支援センター
(市内14ヵ所）

高齢者支援課（※）

高 齢 者

市民相談課(専門職相談）
地域福祉センター

又は
所沢市成年後見センター

保健センター
こころの健康支援室（※）

精神障害者

基幹相談センター
相談支援事業所
障害福祉課（※）

障 害 者 制度全般

18※市長申立担当課

○中核機関としての取組み②【相談支援】
© 所沢市

２ 中核機関としての取組み



成年後見・権利擁護あんしん相談
（所沢市こどもと福祉の未来館１階 福祉の相談窓口内）

【開催概要】
・弁護士による無料相談（予約制）
・毎月第４木曜日開催

（１枠あたり30分で４枠）
・成年後見制度等権利擁護に関する相談に対応
【相談内容】
・成年後見制度について
・被後見人の相続手続きについて
・認知症高齢者の債務について
・後見人になる方法について…等
【対象者】
・所沢市民及びその親族等、福祉関係者等
【R４年度実績】
・39件

© 所沢市

２ 中核機関としての取組み
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○中核機関としての取組み②【相談支援】



市民後見人候補者へのフォローアップ
・R５.４月時点で９名市民後見人候補者名簿登録
・うち６名が所沢社協の法人後見支援員、あんさぽ支援員

に委嘱
・R４.１月に所沢社協→法人後見支援員へのリレー方式で

市民後見人に１名選任（所沢社協が後見監督人）
・市民後見人並びに市民後見人候補者に対し、年２回程度

フォローアップ研修を実施

© 所沢市

２ 中核機関としての取組み
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○中核機関としての取組み③【担い手の支援】

・法人後見のケース紹介 ・被後見人に損をさせない社会保障制度 ・障害福祉サービスに関する基礎知識
・他市における市民後見人の活動について ・意思決定支援について ・生活保護について…等

【参考】過去のフォローアップ研修の内容



後見人等情報交換会
・年２回実施（R４～）
・権利擁護に携わる関係者の「お互いの顔が見える関係づ

くり」「成年後見制度をはじめとした権利擁護に関する
情報交換」を目的に開催

・参加者は市、後見人等、専門職、福祉関係者、市民後見
人候補者、法人後見実施団体等

・各回40名～50名程度参加
・講義+グループワーク

© 所沢市

２ 中核機関としての取組み
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○中核機関としての取組み④【地域連携ネットワークの強化】

（講義内容）
・市長申立て ・各専門職の得意分野 ・民事信託
（グループワークテーマ）
・後見業務に関するトラブルやその対処法について ・成年後見制度に関わる上での留意点について
・申立て費用や報酬等の金銭面について ・後見人等にできること、できないこと…等

【参考】講義内容・グループワークのテーマ



※矢印以外にも図の網目（ネット）を通じ
て、関係者がそれぞれ連携。

弁護士会
司法書士会
行政書士会

社会福祉士会等
家庭裁判所

地域包括支援センター
相談支援事業所等

金融機関等
医療・福祉
関係者等

民間団体・
NPO法人等

民生委員、自治会・町内会等
地域関係団体・地域住民

埼玉県

社会福祉協議会所沢市

中核機関

・家族、親族

・民生委員、ボランティア
・介護サービス事業者
・障害福祉サービス事業者

・医療機関
・ケアマネジャー等
・相談支援専門員等

本人 後見人等

チーム

所沢市成年後見制度推進検討委員会
（市計画の進捗管理等）

情
報
交
換
・
連
携

後見人等情報交換会

© 所沢市

２ 中核機関としての取組み
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○地域連携ネットワークイメージ
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ご清聴ありがとうございました


